
教育福祉委員会要求資料 

令 和 ３ 年 ６ 月 

子ども若者はぐくみ局 

 

現行市規則に基づく徴収金額と国基準に基づいた徴収金額（児童・障害） 

 

＜令和元年度分＞ 

１ 児童養護施設等 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

  

 

 

 

  （※）助産については，徴収金基準額に，出産一時金の額にＢ階層は２０％，Ｃ階層は３０％， 

Ｄ階層は５０％をそれぞれ乗じて得た額を加算して徴収している。 

 

 

２ 障害児入所施設 

 

 

 

        

 

 

 

 

  

 

 

措置費支弁額総額（医療費除く） 3,366,061 千円 

国庫負担（１／２） 

 自治体負担（１／２） 
負
担
軽
減
分 

1,667,154 千円 9,531 千円 

22,222 千円 

（うち助産加算額 
15,432 千円※） 

 

措置費支弁額総額（医療費除く） 70,230 千円 

保
護
者
等
負
担 

市
基
準
の 

徴

収

金

額

 

負
担
軽
減
分 

国基準の徴収金額31,753千円 

694 千円 378 千円 

国基準の徴収金額 1,072千円 

1,667,154 千円 

34,579 千円 

34,579 千円 

保
護
者
等
負
担 

市

基

準

の 

徴
収
金
額

 

国庫負担（１／２） 

 自治体負担（１／２） 


